
訪問介護事業所運営規定 
 

第１章 事業の目的及び運営方針 
(事業の目的) 

第１条 有限会社 大東工業が開設する訪問介護事業所(以下「ファミリ－・ケア」とい

う。)が行う指定訪問介護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確

保するために人員及び運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪

問介護員(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態に

ある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 

 

(運営の方針) 

第２条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事

の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと

の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

第２章 事業所の名称等 
(事業所の名称等) 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

   １ 名 称  ファミリ－・ケア 

   ２ 所在地  鳥取県境港市財ノ木町１０６０番地３ 

 

(従業者の職種、員数及び職務内容) 

第４条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

１ 管理者 介護福祉士 1 名 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、

自らも指定訪問介護の提供に当たるものとする。 

２ サービス提供責任者 訪問介護員研修１級課程修了者 ２名 

サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに

係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の助成等を行う。 

３ 訪問介護員等  

訪問介護員   ３名以上 

訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。 

４ 事務職員 1 名 (非常勤職員) 

必要な事務を行う。 

(営業日及び営業時間) 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

１ 営 業 日  月曜日から日曜日までとする。（年中無休） 

２ 営業時間  午前８時３０分から午後６時までとする。 

ただし、要望に応じて早朝･夜間のサ－ビスを行います。 

(訪問介護の内容及び利用料等) 

第６条 指定訪問介護の内容及び指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生

大臣が定める基準によるものとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の



額は、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その１割の

額とする。 

２ 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪 

問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。 

なお、自動車を使用した場合の交通費は、別表１の額を徴収することができ

る。 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に

文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けること

とする。 

 

(通常の事業の実施地域) 

第７条 通常の事業の実施地域は、境港市、米子市 の区域する。 

 

(緊急時等における対応方法) 

第８条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事

態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、

管理者に報告しなければならない。 

 

第３章 運営に関する重要事項 
(内容及び手続の説明及び同意) 

第９条 指定訪問介護の開始に際し、管理者若しくは訪問介護員等は、利用申込者若

しくはその家族に、サービス内容及び利用料金等の重要事項を記した文書を

交付し、同意をする旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。 

 

(秘密保持) 

第１０条 従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の 

秘密を漏らしてはならない。 

２ 従業員でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家 

族の秘密を漏らしてはならない。 

３ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合等は、利 

用者若しくはその家族に、個人の情報を用いる旨の同意文書に署名(記名押 

印)を受けることとする。 

 

附 則 

この規定は令和２年４月１日から施行する。 

 

別表１ 

事業所から、片道２０ｋｍ未満 １,０００円 

事業所から、片道４０ｋｍ未満 ２,０００円 

事業所から、片道７０ｋｍ未満 ３,０００円 

 


